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１. 河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

（1） 大川流域の概要

大川水系は大川と木場
き ば

川
がわ

からなり、長崎県南松 浦
みなみまつうら

郡新上五島
しんかみごとう

町に位置し、その源を

大川は丹那山
た ん な や ま

（標高 350ｍ）と木場川は飯盛山
いいもりさん

（標高 337ｍ）に発し、山間部を大川

は西流し、木場川は北流し、河口部から約600m地点で大川に合流して有川
ありかわ

湾
わん

に注ぐ、

幹川流路延長約 4.4km、流域面積約 8.6km2の二級河川です。

流域の気候は、対馬暖流の影響で温暖であり、年平均気温は約 1７℃です。年降水量

は約 2,120mm で、梅雨や台風の影響を受けるため 6 月から９月にかけて雨量が多く

なっています。

大川流域の地形は、上流域及び中流域の一部は小起伏山地、木場川の上流域から大川

と木場川中流域にかけて扇状地低地、河口部付近の三角州性低地で構成されています。

流域内の地質は、上流部の斑レイ岩及び砂岩・泥岩の互層で、流域のほとんどに溶結

凝灰岩が分布しています。

流域の人口は約 2.３千人であり、大川下流域の市街地に集中しています。平成１6

年 8 月には、中 通
なかどおり

島
じま

・若
わか

松島
まつじま

の５町が合併し、新上五島町が誕生しています。

流域内の産業は、運輸、医療・福祉、観光を主体とした宿泊業・飲食店等の第三次産

業が基幹産業となっています。

流域内には、大川上流に一二
ひ ふ

三滝
み だ き

森林公園があります。また、中流域にはホタルの観

賞できる大川ほたるの里公園が整備され、地域住民の憩いの場となっています。また、

流域の有川郷で古くから行われてきた五島
ご と う

神楽
か ぐ ら

は、国指定の無形民俗文化財に指定され

ています。

大川の治水・利水・自然環境及び河川利用状況の概要は、以下のとおりです。

①治水の概要

大川における主な洪水としては、昭和 42 年 7 月豪雨により、全壊流出、半壊、

床上浸水等家屋被害が多数発生しました。この被害を受けて、災害復旧事業により治

水対策を実施していますが、治水安全度は十分ではありません。近年では、短時間集

中豪雨等による水害のリスクが増大しており、洪水氾濫の危険性は高い状況にありま

す。

②利水の概要

大川における水利用は、主に上水道水源として利用されていますが、近年、これら

の水利用に大きな支障をきたすような渇水被害は発生していません。
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③自然環境および河川利用状況

大川は、約 9 割が山林であり、大川及び木場川ともに中流部に畑や居住地、下流

部に市街地が集中しているという特徴をもっています。

大川の上流域で、標高の比較的高い流域界付近では、シイ・カシ二次林、スギ・ヒ

ノキ・サワラ植林が連続的に分布しており、その一部は保安林に指定されています。

大川の上流域から中流域の河川沿いは、主に耕作地として利用されており、水田雑

草群落や畑雑草群落、放棄畑雑草群落が分布し、下流域の河川沿いは市街地でまとま

った植生はみられません。

大川の上流域では、樹林地でカラスバト（国指定天然記念物、準絶滅危惧：環境省

レッドリスト（以下「環」という）、準絶滅危惧種：長崎県レッドリスト（以下「長」

という）、河川沿いの岩や樹木の根元でミソサザイ（準絶滅危惧種：長）などの鳥類

や、水辺や水域にはカスミサンショウウオ（絶滅危惧Ⅱ類：環、絶滅危惧Ⅱ類：長）

の両生類やシマアメンボなどの昆虫類が確認されています。また、大川の上流には「一

二三滝森林公園」があり、一二三滝までへのアクセス路が整備され、観光地として利

用されています。

大川の中流域では、ニホンイシガメ（準絶滅危惧種：環、絶滅危惧ⅠB：長）など

の爬虫類、オジロサナエ（絶滅危惧Ⅱ類：長）などの昆虫類、カワニナ、ヒラマキミ

ズマイマイ（情報不足：環、情報不足：長）、ミナミヌマエビ（情報不足：長）、テナ

ガエビ（準絶滅危惧種：長）などの底生動物が確認されています。とくに、カワニナ

を餌とする昆虫類のゲンジボタルが多く生息しており、大川には「大川ほたるの里」

公園施設、木場川には階段護岸の水辺のアクセス路が整備され、ホタル観賞や水遊び

を楽しめる、地域の憩いの場となっています。

大川と木場川の合流部より下流域は、感潮域となっており、ボラ、チチブ属などの

魚類、護岸壁に付着するマガキやフジツボ類、一部残された砂州に生息するアサリ、

ゴカイ類などの底生動物、アオサギ、コサギ、セグロカモメの鳥類などが確認され、

汽水域を好む生物の生息・採餌場となっています。また、支流の鰐
わに

渕
ぶち

川
がわ

の干潟上部

では海浜植物のシバナ（準絶滅危惧種：環、準絶滅危惧種：長）が確認されています。

魚類の生息域は流域に渡っており、上流から下流部ではカワムツ、シマヨシノボリ

などが確認され、上流から河口部まで回遊する魚類としてアユやニホンウナギ（絶滅

危惧ⅠB：環、情報不足：長）が確認されています。
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大川の水質に関しては、公共用水域の類型指定が設定されていませんが、大川が有

川湾に流入する河口沖の海域に「有川港」の環境基準点が設定され、A 類型に指定

されており、水質観測がなされています。その結果を見ると、ＣＯＤ７５％値は、環

境基準値（２．０㎎/Ｌ以下）を満足しており、概ね良好な水質となっています。

（2） 河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

大川の整備にあたっては、安全・安心で快適な地域づくりをめざし、新上五島町の社

会・経済の発展に係わる諸計画（新上五島町総合計画等）との調整を図りながら、水源

から河口まで一貫した計画のもとに河川の総合的な保全と利用を図っていきます。

またその際、地域へ種々の河川情報を提供するとともに、河川に対する要望の集約、

河川整備・保全に係わる取り組みの促進、河川の維持に係る取り組みの支援を行い、地

域住民と連携した川づくりを行います。

１）洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

大川においては、想定氾濫区域内の状況、県内バランス等を考慮し、計画規模の降

雨により発生する流量を安全に流下させることのできる整備をめざします。

また、整備途上における施設能力以上の洪水や計画規模を超過する洪水等に対して

は、洪水による被害を最小限に抑えるために、関係機関と連携して警戒避難及び情報

連絡体制の整備等のソフト対策を総合的に実施します。さらに、災害に強い地域づく

りのため、土地利用計画との調整を行うなど流域一体となった取り組みを推進します。

２）河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項並びに河川環境の整備

と保全に関する事項

河川水の利用に関しては、地域住民や新上五島町等関連する他行政機関との綿密な

連携のもとに合理的な水利用の促進等、適正な水利用を図ることにより流水の正常な

機能の維持に努めます。

また、河川環境の整備と保全に関しては、アユ等の回遊魚の生息環境に配慮した河

川整備に努めます。さらに、地域住民が水に親しめる場としての良好な河川空間整備

を図ります。
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３）河川の維持管理に関する事項

河川の維持管理に関しては、災害の発生防止、河川の適正な利用、流水の正常な機

能の維持及び河川環境の整備と保全の観点から、その機能を十分に発揮させるため適

切に行います。

河川管理施設については、河川の巡視及び点検を行い、亀裂・陥没等の異常がない

かを確認し、異常が確認された場合には、必要に応じてその補修工事を実施します。
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２. 河川の整備の基本となるべき事項

（1） 基本高水並びにその河道及び洪水調節施設等への配分に関する事項

基本高水は、年超過確率 1/５0 の規模の洪水とし、そのピーク流量は、基準地点大

川第二橋（河口より約１.１㎞地点）において１２0m3/s と設定し、これを河道へ配分

します。

基本高水のピーク流量等一覧表    （単位：m3/s）

河川名 基準地点
基本高水の

ピーク流量

洪水調節施設等

による調節流量

河道への

配分流量

大川 大川第二橋 １２0 ― １２0

（2） 主要な地点における計画高水流量に関する事項

大川における計画高水流量は、基準地点大川第二橋において１２0m3/s とします。

大川水系計画高水流量配分図
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（3） 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項

本水系の主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る概ねの川幅は次表の

とおりとします。

主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る概ねの川幅一覧表

河川名 地点名
河口から

の距離(km)

計画高水位

（T.P.m)

川幅

(m)
摘要

大川 大川第二橋 １．１3 ＋6．９ １８ 基準地点

（4） 主要な地点における流水の正常な機能を維持するために必要な流量に関する事項

流水の正常な機能を維持するために必要な流量に関しては、動植物の保護、流水の清

潔の保持等を考慮のうえ、今後、必要に応じて調査検討を行います。
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参考図 大川水系流域概要図

大川第二橋

大川


